
消費者被害と消費者庁の取組

消費者問題シンポジウム in 前橋
「消費者被害をなくすために」
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消費者問題の現状

Ø 消費生活相談件数は、2004年度約192万件をピークに減少傾向にあったが、
2013年度に９年ぶりに増加。2014年度も引き続き増加（約94万件）

Ø 高齢者人口の伸びを相談の伸びが上回るなど、高齢者に関する消費生活相談
は増加傾向

Ø 認知症等の高齢者に関する相談は増加傾向

Ø 劇場型勧誘トラブルは高齢者の割合が更に増加

Ø インターネットの利用は増加傾向。特にスマートフォンはここ数年で急速に普及
（普及率 2010年度9.7％→2013年度62.6％）。これを反映し、幅広い年齢層で情
報通信に関する相談が多数を占める

Ø 被害やトラブルについての相談・申出先は、①商品やサービスの提供元事業者
（45.2％）、②家族・知人・同僚（36.9％）、③販売店・代理店（29.3％）、④市町村
等の行政機関の相談窓口（7.0％）の順（数字は2014年度の消費者意識基本調
査）。

詳細は、消費者白書等を参照
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消費者ホットライン「１８８」
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Ø 消費者基本計画（平成27年３月24日閣議決定）を踏まえ、
どこに住んでいても質の高い相談・救済を受けられ、安全・安心が確保される地域体制を全国的に整備

ü 地方消費者行政のための交付金を通じ、地方における計画的・安定的な取組を支援

ü 地方の自主性・独自性を確保しつつ、交付金を通じた当面の政策目標を設定

●都道府県ごとに以下の目標を達成することを目指し、地方公共団体の取組を支援

＜政策目標１＞相談体制の空白地域の解消

１－１ 相談窓口未設置の自治体（市町村）を解消

＜政策目標２＞相談体制の質の向上

２－１ 消費生活センターの設立促進

（人口５万人以上の全市町及び人口５万人未満の市町村の50％以上）

【消費生活相談員】

２－２ 管内自治体（市区町村）の50％以上に配置

２－３ 資格保有率を75％以上に引き上げ

２－４ 研修参加率を100％に引き上げ（各年度）

＜政策目標３＞適格消費者団体の空白地域の解消

３－１ 適格消費者団体が存在しない３ブロック（東北、北陸、四国）における適格消費者団体の設立支援

＜政策目標４＞消費者教育の推進

４－１ 消費者教育推進計画の策定、消費者教育推進地域協議会の設置（全都道府県・政令市）

＜政策目標５＞「見守りネットワーク」の構築

５－１ 消費者安全確保地域協議会の設置（人口５万人以上の全市町）

当面の政策目標

消費者庁
地方消費者行政強化作戦（平成27年３月）

趣旨
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平成26年4月1日から平成27年4月1日の１年間の進捗状況
＜政策目標１＞相談体制の空白地域解消

１－１ 相談窓口未設置の自治体を解消

＜未設置自治体＞

４市町村 → ０市町村

＜政策目標２＞相談体制の質の向上
２－１ 消費生活センター設立促進

①人口５万人以上の全市町
②人口５万人未満の市町村50％以上

【消費生活相談員】
２－２ 管内自治体の50％以上に配置
２－３ 資格保有率を75％以上に引き上げ
２－４ 研修参加率を100％に引き上げ（各年度）

＜達成都道府県（設置・配置市町村数、資格保有者数等）＞

19府県（466市町） → 20府県（469市町）
10道府県（368市町村） → 12道府県（413市町村）

36都道府県（1255市町村） → 38都道府県（1288市町村）
23都府県（2612人） → 24都府県（2657人）
4県（平均参加率86.8％） → 4県（平均参加率89.9％）

＜政策目標３＞適格消費者団体の空白地域解消
３－１ 適格消費者団体が存在しない３ブロック
（東北、北陸、四国）に適格消費者団体の設立促進

＜適格消費者団体数＞
11団体 → 12団体
※平成26年12月17日に「NPO法人消費者支援ネット
くまもと」が新たに認定され、１２団体となった。

＜政策目標４＞消費者教育の推進
４－１ 消費者教育推進計画の策定、消費者
教育推進地域協議会の設置（全都道府県・政令市）

【26年3月末 → 27年10月】
＜推進計画の策定＞

11都道府県・1政令市 → 30都道府県・6政令市
＜推進地域協議会の設置＞

18都道府県・4政令市 → 37都道府県・11政令市

地方消費者行政強化作戦の進捗状況
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